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○ 平成19年度 介護給付適正化推進運動実施状況調査結果  

1．集計結果  

平成19年度  平成18年度  
18’⇒19’  

保険者数  実 施率  保険者数  実 施率   

適正化事業実施保険者   1，636   98．5％   1，657   99．4％   ▲0．9％   

適正化システム利用   1，238   74．5％   1，201   72．0％   2．5％   

要介護認定の適正化   1，454   87．5％   1，224   73．4％   14．1％   

保険者数   

（注）1．「適正化事業実施保険者」とは、適正化事業のうち、いずれかを実施している保険者である。  

2．「認定調査の直営化」とは、新規、更新及び変更認定のすべて（遠隔地等を除く）を市町村職員  

等が実施しているものである。  

2．主要5事業のうちいずれかを実施している保険者  

主要5事業：認定調査状況チェック、ケアプランの点検、住宅改修・福祉用具実態調査、  

介護給付費通知、医療情報との突合・縦覧点検  

平成19年度  平成18年度  
18’＝〉19’  

保険者数  実 施 率  保険者数  実 施率   

適正化事業実施保険者   1，636   98．5％   1，566   93．9％   4．6％   

適正化システム利用   1，224   73．7％   1，111   66．6％   7．1％  



18年度・19年度「介護給付適正化推進運動実矧犬況調査結果」の比較  園＝平成18年度  
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「要介護認定の適正化」実施保険者割合（平成19年度介護給付適正化推進運動実施状況調査結果）一：認定調査  

E：ヨ＝直営  
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3  室川敲昌等が実施しているものである  
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「ケアプランの点検」実施保険者割合（平成19年度 介護給付適正化推進運動実万別犬況調査結果）  
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「住宅改修または福祉用異実態調査」実施保険者割合（平成19年度 介護給付適正化推進運動実施状況調査結果）  
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「介護給付費通知」実矧呆険者割合（平成19年度 介護給付適正化推進運動実施状況調査結果）  
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「医療情報との突合または縦覧点検」実施保険者割合（平成19年度 介護給付適正化推進運動実施状況調査結果）  
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主な改修内容  

1．全体総括表の拡充（一覧表及びグラフ機能の強化、全国及び都道府県平均値の出力機能）  

2．認定調査内容と利用サービスの妥当性の確認機能の追加  

3．選択的サービス等を受けた受給者の要支援状態の確認機能の追加  

4．個別事業所の詳細情報の把握機能の追加  

5．指導等結果の追跡確認機能の追加  

6．特定事業所の給付状況の把握機能の拡充  

7．適正化による過誤等の把握機能の拡充  

8．医療情報との突合機能の拡充   

（長寿（後期高齢者）医療及び国民健康保険の被保険者の医療情報と介護給付情報の突合）  

9．介護給付費通知の出力項目等の追加   



適正化システムの機能拡充【1】  

一次加工情報の確認  

事業所毎の傾向を各種指標を縦覧して把握  

＜全体総括表＞  

サービス事業所  
圭鳩指薫†叶－ご二手群 

支援事業所   

皇搬ほ孟圧援事新l  
←－恒■  

叫 匝   
■いl●ヾ一り  J■■  

Jり肌  

●岬  ●●1  芯l  ト帆榊  ト    b    帯  ト．h  【け・r・    ，l■1＝■■■lト 鵬  t■■●■！       l▲lヒIq      lⅦ㌢  l■■l仇  ¶沖●イ才一   仙■■11■叫  岬三  
tl■暮l   l  

岬■■  
lサ11■   ‡■■  一正■  
t■l●  ○こ■  
「   【－  1蜘  

1  

l帽■l■  【－  山   】   

－・ ：＝・・－・・亡一  

グラフ資料  

■l■■l■■ t、l－1ヽ■■■1ヽ ‥   

各種指標の高い事業所を把握  

＜全体総括表（グラフ）＞  



適正化システムの機能拡充【2】  

一次加工情報の確認  

適正化加工情報  

各種指標による事業所ごとの情報作成  

＜指標例＞  

・サービス提供時間と訪問介護員数  

・支援事業所とサービス事業所の関係一覧  

・更新認定前後の要介護度  

・介護支援専門員あたり給付管理票作成状況  

他31種類   

一次加工情報  

分析に資する資料  



適正化システムの機能拡充【3】  
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具体的な画面例【1】  

全体総括表（支援事業所）  

NN99年99月g！旧 作成  

00県国民健康保険団体連合会  

全国、都道府県内  
の平均値を出力  各帳票タイトルをクリックすることにより、  

下表の出力元帳票ファイルを開くことが可能  

画一的なサービス提供  サービス提供状況  給付費の請求状況と事業所の体制  

同一近似サービス  事業所所在  
保険者番号  事業所所在保険者名   

支給限度額割合50t以上   

利用者割合睨  
介護支援専門員  

1人あたり枚数【枚】  
計画皇位数割合【l】  

B支援事業所  

C支援事業所  

D支援事業所  

E支援事業所  

F支援事業所  

G支援事業所  

H支援事業所  

1支援事業所  

同一タイミングで送付される一次加工情報において出力対  
象となっている各支援事業所、並びに、各出力元帳票の出  
力値が表示される。   

国保連合会が設定した抽出条件に複数該当する場合には、  
複数の指標に偏りが検出されたことを意味するものであり  
当該事業所に関しては、特に注意深く確認する必要がある   



具体的な画面例【2】  

平成21年1月1日作成  
個別事業所（居宅介護支援事業所）  0000国民健康保険団体連合会  

事業所番号   9970000001   事業所住所   00県△△市1－1－1   

事業所名   テスト支援事業所   事業所電話番号   99－9999－9999   開設者  テスト開設者   開設者電話番号   99－9999－9999   

サービス提供年月  

l  

利用者要介護度割合の平均値比較  主な分析指標の平均値比較  ※①の単位は「枚」とする。   

給付管理票枚数  282   45   サナビス計  十画糞偉成体制状況     自事業所  圏域平均  県内平均  全匡‡平均  県内順位            59  58  1／47 8   

支援専門  旦1人あたり枚数（   台帳）   36   24   20   19  15／455   

①支援専門鼻1人あたり枚数（    実績）   36   24   20   19  15／455   

委託元地域包括支援センター    数   0   178   198  134／333  

兄  016   0．18   0．17   016  197／431  

十画糞  青求件数  282   45   59   40  

運営基準減算件数  O _ 0   0   0  

②運営基準減算割合  0サ乙   12％   14％   11％  10／1000   
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要介護1要介護2 要介護3 要介護4 要介護5  

③同一法人件数  ⊂＝＝⊃自害某所 －■■一画域平均 一｛ン一県内平均 一く＞■全国平均  
④同一法人単位数  1，527」452  3．130．530   

一種類計画サービスの平均値比較  
全体  一種頬   

計画サービス種類    件数   割合  件数  6）割合  圏域平均  県内平均  全国平均  
120   20％   16   6％   11％   10％   12％  

谷   17   3％   2   1％   0％   0％   2％  

15   3％  1％   0％   0％   2％   

訪問  リハ  0   0％   0   0％   0％   

適所介護  81   14％   25   9％   15％   22％   

0％   
18％   
2％  

適所リハ  144   24％   39   14％   8％   5％   5％   

福祉貸与  153   26％   14   59ら   了％   4％   6％   

短期生活  19   3％   1％   1％   3％  

47   8％   1％   1％   0％   0％   

短期医療  O _ 0％   0   0％   1％   0％   0％   

認知症型短期  0   0％   0   0％   0％   0％   0％  

問介護  0   0％   0   0％   0％   0％   0％  

正  型通所   0   0％   0   1％   0％   

合計  596   100％   99   35別  

0％   

41％ 

0％  

25別  30％   

25，i  

20％  R  
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⊂＝＝⊃自事業所  －t■一喝域平均  －1｝・一県内平均  ■一■■全国平均  

㌣－：  

同一計画単位    数  同一サービス種類  
割合  圏域平均  県内平均  全  国平均    枚数   1て剤≡l喜   戸闇値                  要介護状態   利用者数  利用者割合  計画単位数   平均 計画単位数  ⑥  支給限度 割A  圏域平均  県内平均  全国平均                       枚数                割合  圏域平  均  県内平均  全国平均   

要支援1   0  0％  0  ㌻＝旦   0    ロ  0％  50％  0％  62％  一一一一■－r  一一一一一一r  一一■一一一一r  一一一一一r          一一一一一－r      一一■一一一r  一一■一一一－′       0％  
要支援  0   OOb 0   0  0％   54％   2％   40％   0   0％   0％  14％  

ロ   58   301496  5198  31％   41％   39％   41％   2   3％   10％   
0％   

11％  
0％  

10％  
18％  

10％   
8  8％   

0％   
0％  

＝＼   

0％  

16％  

98  5 457  9 341  48％  40％   48％   35％   3％   8％   9％  10％  2％  †3％   18％  

62   13 300  50％  36％   49％   34％   2   3％   6％   7％  11％  10  16％  14％  15％   19％  

41  32  15120  49％  38％   53％   34％   0   0％   4％   5％  14％  7  17％  16％  17％   19％  
4  

23   8％   59％  36％   49％   34％   3   13％   2％   3％   16％  4  17％   8％   1g％   20％   要介喜琶5  

282   1  100％  13149．467  1  64，178  l  30％  42別   30射  43％  l  35  合計  



2種類の介護給付費通知  

介護給付費通知書  付費通知書  

〒I2こ卜45月ズ  

〇○県x x市X X Xl－2－3  

〒123－45XX  

00県××市×××1－2－3  （⊃左のパターン   

受給者本人（高齢者）に通知するもの  
であるため、できるだけ項目を減らし見  
やすいものにした。   

○右のパターン   
逆に、詳細な内容を通知したいという  

保険者もあるため、右のパターンも作成  
できるようにした。   

見やすい通知にすることにより、受給者  
本人（高齢者）や家族が、通知どおりの  
サービスを受けたかどうか、給付費につ  
いてこれだけ給付されているという意識  

カイコー 如り  
介護 太郎  

カイ］■ 舛り  

介護 太郎  破堤後者番号  8000000001   

あなたの  平成 18 年 相 月 ～ 平成 柑 年1月における介護給付書は以下のとおりですで   

【問い合わせ先】  

〒12ユ45メ1   

00県× ×市ロココ1－2－3  

被保険者番号  00（刃0000Ol   

あなたの  平成18 年10 月 一 平成19 年1月における介護給付費は以下のとおりです。   

【問い合わせ先】  

〒1Z3－45XX   

00県X X市□□□1－2－3  

X X市   

電請書号  XXX（XXX）XXXX   

F A X（00）×X X X－ココココ  

xx市   介護保険課  
※この通知によって．支   

が期待できる。  サービス月   サービス事業所   
電言舌番号XXX（XXX）XXXX  平成】8年 相月  福祉施取手芸所  福祉柁】毀Il   30  

FAX（00）xxxx一口ロロロ  福祉施投手某所  福祉施設初期加算   30  

※この通知によって、支払を行う必要はありません。  明細レコード  福祉施設事実所  介穣福祉施設   30   】8．210   182．100   

サービス種類  サービス月   福祉施設事業所  福祉施設笈賃   
サービス事業所   ／サービス略称   

30  

平成18年10月  福祉施設事業所  介護福祉施設   集計レコード  
福祉施設事業所  福祉施設多床圭   

30   甘210   182．100  30  

福祉施設事業所  特定人所者介護  
福祉施設事業所  特定入所者介護  29－100   5し000  

29。1（泊   51．000  
t十  

47，310   Z33．100  
計  47．310   233′100  平成＝周11月  訪問介技手芸所  身体介護1   30  

平成18年11月  訪問介護事業所  訪問介護   30   6．9：氾   69′300  訪問介護事業所  肋間介護   30   6．930   69．300  

訪問介護事業所  福祉用具貸与   30   24JO（氾   
坊間介情事薫所  辛いす冨与   

保険者の希望に  
30  

計  訪問介株事業廟  福祉用具∃与   
罰．9卸   本譜100文字  30   Z4．000   240．000  

任意の文言を出  
吉十  30，930   309．3DO   

※サービス費用合計額は、あなたが介護サービスを受けたときにお支払いになった金厳を含む総額を記載しています。 
「      ‾・‘‾＼ 司匿 一加くだ＼  ことが可能（出   ※サービス費用ム計額は あなたが介護サービスを受けたときにお支払いになった金額を含む総額を記載しています  

日時4月24日（木）午前10暗から2時間程度場所○▲公民館  い場合は空白）。  阻ヨ                                                            240．000                                                  309，300                        一  今月（平成20年4月）の「いきいき教室Jは以下の日時・場所で行い夏すのでiってご参加ください。  
日時：4月24日（未）午前10暗から2時間‡呈度士邑所：○▲公民館  

l介護保険料のし〈み  介護保険料のしくみ  l   

介撞保険は、利用者の負担額を除いた介護給付にか  
かる費用の50％を保険料、残リ50％を公費（税金）で  
まかなう制度となっています。  

保晩は、利用者の負担額  除いた介護給付にか  

かる責用の50，もを保険料．残り50％を公書（税金）で まかなう制度となっています。  
保険者の希望により介  
護保険料のしくみの説  

明・グラフを出力する  
ことが可能。  

施設給付費では、  
公費の内訳が．毯ZO％、  
県175％、市町村125％  
の負遁となっています。  

施設給付費では、  
公費の内訳が、国20％、  
県175％、市町村125％  

の負担となっています。  

支えるために、40歳以上のみなさんが加入者（被保険  

者）となって保険料を納めます。介注が必要になったと  
きに安心してサービスを利用できるよう、保険料は必ず  
納めましよう。  

（00000’G）   

（ 000（氾1）  




